
○横浜市排水設備指定工事店規則 

平成11年1月14日 

規則第1号 

横浜市排水設備指定工事店規則をここに公布する。 

横浜市排水設備指定工事店規則 

横浜市排水設備指定工事店等の指定等に関する規則(昭和48年9月横浜市規則第118号)の

全部を改正する。 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は、横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第38条第７項の規

定に基づき、排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。 

(平25規則29・一部改正) 

 

(指定の申請) 

第2条 排水設備指定工事店の指定(以下「工事店の指定」という。)を受けようとする者は、

排水設備指定工事店／指定／指定更新／申請書(第1号様式)を市長に提出しなければな

らない。 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 個人である場合においては、住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び次条第4

号の規定に該当することを証する書類 

(2) 法人である場合においては、当該法人の登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し

及び代表者に係る前号に掲げる書類 

(3) 排水設備工事責任技術者(次条第2号アからウまでのいずれかに該当する者をいう。)

のうち神奈川県内の営業所に専属して置かれるもの(以下「専属の責任技術者」とい

う。)に係る同号ア若しくはイの証明書又は同号ウに該当することを証する書類(全員

のもの) 

(4) 神奈川県内の他の市町村により横浜市下水道条例第38条第1項に規定する工事(以

下単に「工事」という。)を行うことを認められた者である場合においては、その旨を

示す証明書 

(5) その他市長が必要と認める書類 

(平12規則80・平19規則89・平24規則68・平25規則29・一部改正) 

 

(指定の基準) 

第3条 市長は、工事店の指定を受けようとする者が次の各号に適合していると認めると

きは、工事店の指定をするものとする。 

(1) 神奈川県内に営業所がある者であること。 



(2) 前号の営業所に次のいずれかに該当する者を専属して1人以上置く者であること。 

ア 神奈川県下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格した

ことを示す証明書(有効期間内のものに限る。)の交付を受けている者 

イ 神奈川県下水道協会が実施する講習で市長が指定するものの課程を終了したこ

とを示す証明書(有効期間内のものに限る。)の交付を受けている者 

ウ その他市長がアに掲げる者と同等以上の工事に関する知識及び経験があると認

める者 

(3) 工事の施行に必要な設備及び器材を有する者であること。 

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

イ 第9条第2項の規定により工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を

経過しない者 

ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相

当の理由がある者 

エ 法人であって、その代表者又はその他の役員のうちにアからウまでのいずれか

に該当する者があるもの 

(平12規則80・平19規則89・平23規則70・一部改正) 

 

(工事店証の交付等) 

第4条 市長は、第2条第1項の申請書の提出があった場合において、工事店の指定をする

ときは排水設備指定工事店証(第2号様式。以下「工事店証」という。)を当該申請者に交

付するものとし、工事店の指定をしないときはその理由を記載した書面によりその旨を

当該申請者に通知するものとする。 

2 排水設備指定工事店は、工事店証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 

3 排水設備指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、工事店証

を市長に返還しなければならない。 

(1) 営業を廃止し、又は休止したとき。 

(2) 第9条の規定により工事店の指定を取り消され、又は工事店の指定の効力を停止さ

れたとき。 

4 排水設備指定工事店は、工事店証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに、

排水設備指定工事店証再交付申請書(第3号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなけ

ればならない。 

 

(指定の有効期間) 

第5条 工事店の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して5年の範囲内において、市

長が定める。 

 



(指定の更新) 

第6条 排水設備指定工事店は、前条の有効期間の満了後引き続き工事店の指定を受けよ

うとするときは、市長が定める期間内に、その更新を受けなければならない。 

2 第2条から前条までの規定は、工事店の指定の更新について準用する。 

 

(排水設備指定工事店の責務及び遵守事項) 

第7条 排水設備指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他の規程及びこれ

らに基づく市長の指示に従い、誠実に工事を施行しなければならない。 

2 排水設備指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 工事の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 

(2) 適正な工事費で施行しなければならない。 

(3) 工事の請負契約を締結する際には、工事費用、しゅん功期限その他市長が必要と認

める事項を明確に示さなければならない。 

(4) 工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせてはならない。 

(5) 自己の名義をもって他人に排水設備指定工事店の業務を行わせてはならない。 

(6) 工事に係る設計及び工事の施行の管理は、専属の責任技術者に行わせなければなら

ない。 

(7) 工事が完了したときは、遅滞なく、当該工事が完了した日を記録し、当該記録を同

日から５年間保存しなければならない。 

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災その他の不可抗力又は使用

者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。 

(9) 災害その他の緊急の必要がある場合において、市長から排水設備の復旧等のための

協力の要請があったときは、これに応ずるよう努めなければならない。 

(10) 専属の責任技術者には、市長が特に必要と認めて実施する工事に関する講習を受

けさせなければならない。 

(11) 工事に使用する材料は、市長が承認した規格のものでなければならない。 

(12) 市長が行う工事の完了検査には、専属の責任技術者を立ち会わせなければならな

い。 

(平25規則29・平29規則34・一部改正) 

 

(届出) 

第8条 排水設備指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、排水

設備指定工事店異動届出書(第4号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 第3条各号のいずれかの規定に適合しなくなったとき。 

(2) 法人である場合においては、組織変更をしたとき、又は代表者を変更したとき。 

(3) 商号又は名称を変更したとき。 



(4) 営業所の所在地を変更したとき、又は住居表示に変更があったとき。 

(5) 専属の責任技術者を変更したとき。 

(6) 専属の責任技術者の住所、氏名又は勤務先に変更があったとき。 

(7) 電話番号その他の連絡先を変更したとき。 

2 排水設備指定工事店は、その営業を廃止し、又は休止したときは、速やかに、排水設

備指定工事店／廃止／休止／届出書(第5号様式)により、その旨を市長に届け出なければ

ならない。 

 

(指定の取消し等) 

第9条 市長は、前条第1項第1号の規定に該当する旨の届出があったとき、又は同条第2項

の届出があったときは、工事店の指定を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定めて工

事店の指定の効力を停止するものとする。 

2 市長は、排水設備指定工事店が第7条又は前条の規定に違反したときは、工事店の指定

を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定めて工事店の指定の効力を停止することがで

きる。 

 

(公告) 

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を公告するも

のとする。 

(1) 工事店の指定をしたとき、又はその更新をしたとき。 

(2) 工事店の指定を取り消し、又は工事店の指定の効力を停止し、若しくは工事店の指

定の効力の停止を解除したとき。 

(3) 第8条第1項第2号から第4号までに掲げる事項について届出があったとき。 

2 市長は、第3条第2号アの下水道排水設備工事責任技術者試験又は同号イの市長が指定

する講習が実施されるときは、あらかじめ、その旨を公告するものとする。 

 

(委任) 

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。 

(平17規則70・一部改正) 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則(以下「新規則」という。)は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第10

条第2項の規定は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 新規則の施行の際現に改正前の横浜市排水設備指定工事店等の指定等に関する規則(以



下「旧規則」という。)の規定により排水設備指定工事店又は水洗便所指定工事店の指定

を受けている者は、当該指定の有効期間内に限り、新規則の規定による工事店の指定を

受けた者とみなす。 

3 新規則の施行の際現に旧規則の規定により排水設備工事責任技術者としての登録を受

けている者は、当該登録の有効期間内に限り、新規則の排水設備工事責任技術者とみな

す。 

4 旧規則の規定により交付された指定工事店指定書は、附則第2項の有効期間内に限り、

新規則の規定により交付された工事店証とみなす。 

5 新規則第7条第2項第8号の規定は、新規則の施行の日以後の契約に係る工事について適

用し、同日前の契約に係る工事については、なお従前の例による。 

6 新規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、新規則の相当規

定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

 

附 則(平成12年3月規則第80号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正

前の民法(明治29年法律第89号)の規定により、心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を

受けている準禁治産者以外の準禁治産者については、この規則による改正前の横浜市排

水設備指定工事店規則第3条第4号アの規定は、この規則の施行後も、なおこの効力を有

する。 

 

附 則(平成17年4月規則第70号) 抄 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例

による。 

 

附 則(平成19年8月規則第89号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成23年6月規則第70号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。 



(経過措置) 

2 この規則による改正前の横浜市排水設備指定工事店規則(以下「旧規則」という。)第3

条第2号アに規定する社団法人日本下水道協会神奈川県支部が実施する下水道排水設備

工事責任技術者試験に合格したことを示す証明書は、当該証明書の有効期間内に限り、

この規則による改正後の横浜市排水設備指定工事店規則(以下「新規則」という。)第3条

第2号アに規定する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格したことを示す証明書と

みなす。 

3 旧規則第3条第2号イに規定する市長が指定するものの課程を終了したことを示す証明

書は、当該証明書の有効期間内に限り、新規則第3条第2号イに規定する市長が指定する

ものの課程を終了したことを示す証明書とみなす。 

 

附 則(平成24年7月規則第68号) 抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。 

 

附 則(平成25年3月規則第29号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成29年3月規則第34号) 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

 

第1号様式(第2条第1項) 

(1) 

排水設備指定工事店 指定 

指定更新 

申請書 

 

年  月  日 

 (申請先) 

  横浜市長 

申請者 住所又は所在地        

商号又は名称        

代表者氏名        印 

電話番号    (  )   

担当者氏名        

 排水設備指定工事店の 指定 

指定更新 

を受けたいので、次のとおり申請し

ます。 

 



 

神奈川県内の営業所の所在地   

商号又は名称 フリガナ 

  

指定番号 

(指定の更新の場合) 

第            号 

備考   

 

(A4) 

 

(2) 

営業所の平面図及び付近の見取図 

所在地   

建物の所有者 住所 

氏名 

平面図 

建物の延べ面積     m2 

付近の見取図 

線   駅 バス・徒歩   分 

 

 (注意) 1 平面図には、間口及び奥行きの寸法、机の配置状況等を記入してください。 

     2 付近見取図は、最寄りの駅から主な目標を入れて分かりやすく記入してく

ださい。 

     3 営業所の外観を撮影した写真(商号又は名称の分かるもの)を添付してくだ

さい。 

(A4) 

 

(3) 

専属の排水設備工事責任技術者名簿 

フリガナ 

氏名 

フリガナ 

住所 

備考 

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

 

(A4) 

 

(4) 

設備・器材所有調書 

営業所 面積              延べ        m2 

用途 事務所専用・店舗住宅・その他(           ) 

土地 自己所有・借地 建物 自己所有・借家 

事務用品 机・いす   組  複写機   台  製図台   台 

その他(                           ) 

倉庫の所在地   

倉庫 面積              延べ        m2 

土地 自己所有・借地 建物 自己所有・借家 

機械器具 排水設備用具 削岩機       台  カッター    台 

ランマー      台  測量器具    式 

排水管清掃用具   台 

その他(             ) 

運搬用車両等 トラック      台  軽自動車    台 

ダンプ       台 

ライトバン     台 

乗用車       台 

その他の器具 保安設備 工事標示板     基  工事予告板   基 

警戒標識      基  保安灯     基 

バリケード     基  回転灯     基 

交通整理用具(ロープ・合図灯等)      式 

カラーコーン    個  照明      基 

その他(             ) 

その他 写真機       台  施工掲示板   枚 

路面復旧標示板   枚 

その他(             ) 



 

(A4) 

 

第2号様式(第4条第1項) 

指定番号 第     号 

排水設備指定工事店証 

 営業所所在地 

 商号又は名称 

 代表者氏名 

 横浜市排水設備指定工事店として指定します。 

             年  月  日から 

 指定有効期間 

             年  月  日まで 

   年  月  日 

横浜市長        印   

(A4) 

 

第3号様式(第4条第4項) 

排水設備指定工事店証再交付申請書 

年  月  日   

(申請先) 

 横浜市長 

申請者 住所又は所在地        

商号又は名称        

代表者氏名       印   

電話番号   (  )      

担当者氏名        

 排水設備指定工事店証の再交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

指定番号 第              号 

指定有効期間     年  月   日から    年  月 

日まで 

申請理由   

備考   

 

(注意) 破損し、又は汚損したときは、排水設備指定工事店証を添付してください。 

(A4) 



 

第4号様式(第8条第1項) 

排水設備指定工事店異動届出書 

年  月  日   

(届出先) 

 横浜市長 

届出者 住所又は所在地        

商号又は名称        

代表者氏名       印   

電話番号   (  )      

担当者氏名        

 次のとおり異動があったので届け出ます。 

指定番号 第              号 

指定有効期間     年  月  日から    年  月  日

まで 

異動事項   

備考   

 

(A4) 

 

第5号様式(第8条第2項) 

排水設備指定工事店 廃止 

休止 

届出書 

 

年  月  日   

 (届出先) 

  横浜市長 

届出者 住所又は所在地        

商号又は名称        

代表者氏名       印   

電話番号   (  )      

担当者氏名        

 排水設備指定工事店の営業を 廃止 

休止 

したので、次のとおり届け出ます。 

 

 



指定番号 第              号 

指定有効期間     年  月  日から   年   月  日

まで 

休止・廃止年月日     年    月     日 

廃止・休止 

備考   

 

(注意) 排水設備指定工事店証を添付してください。 

(A4) 

 


